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平成２８年度 第１４回富里市教育委員会定例会議会議録 

 

富里市教育委員会 

 

１ 期   日  平成２９年２月２２日（水） 

         開会 午後２時 

         閉会 午後３時３５分 

 

２ 場   所  本庁舎３階第３会議室 

 

３ 出 席 委 員  教 育 長  國 本 與 一 

         教育長職務代理者  佐々木 浩 二 

         委 員  武 井 勝 彦 

         委 員  森 田 惠 子 

         委      員  會 田 直 子 

          

 

 

４ 出 席 職 員  教 育 次 長  大 竹 明 男 

         教 育 総 務 課 長  榊 原   孝 

   学 校 教 育 課 長    岡   清 志 

   学校給食ｾﾝﾀｰ所長  宇野木 慶 之 

生 涯 学 習 課 長  荒 居 富 男 

         図 書 館 長  根 本   優 

 

５ 事務局職員  教育総務課課長補佐 中 津 義 孝 

 

 

平成２９年３月２４日  

 

  署  名  人 

 

 

  署  名  人 

 

 

  会議録作成人 
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１ 教育長開会宣言 

  教育長 平成２８年度第１４回富里市教育委員会定例会議を開会する。 

 

２ 前回会議録の承認 

平成２８年度第１３回定例会議会議録承認 

（署名人：佐々木委員，武井委員） 

 

３ 教育長報告 

本日は，皆さまに御出席いただき感謝する。 

あっという間に２月下旬となり，今年度も残りわずかとなった。インフル

エンザの状況は大分落ち着いてきたところである。 

それでは出席行事等について報告する。 

 

・１月２７日，富里市学校教育研究会公開研究会が行われ，富里北中学校の

授業を参観した。意欲的に授業に参加する生徒の姿を見ることができた。 

・１月２８日，洗心小学校統廃合対策協議会が行われた。今回をもって最後

の会となり，今後は,（仮称）まちづくり協議会として活動される予定であ

るとのことであった。 

・２月２日，魅力ある学校づくり調査研究事業の関係で，島根県教育委員会，

安来市教育委員会より２名の視察があった。 

・２月３日，印旛地区教育委員会連絡協議会教育功労者表彰式に出席した。

本市からは３名の校長先生が受賞した。 

・２月９日，庁議が開かれ，台湾頭份市との友好都市締結について協議した。 

・２月１４日，第３回旧岩﨑家末廣別邸保存活用整備検討委員会が開かれ，

具体的な活用策が提案された。 

・２月１６日，創年セミナー閉講式が行われ，修了者は３７名であった。 

・２月１７日，富里市ＰＴＡ連絡協議会理事会が開かれた。 

とみっこ宣言の今後の活用をお願いした。なお，洗心小学校ＰＴＡの活動

は今年度で終了する。 

・２月２１日，３月定例議会が開会した。３月１６日に閉会する予定である。 

今後の予定は，３月になると幼稚園卒園式，小・中学校卒業式，洗心小学

校閉校記念式典等の行事があるので，委員の皆さまの出席をお願いする。 

 

４ 教育委員報告 

委員 １月２７日，富里北中学校で行われた富里市学校教育研究会公開研

究会に出席した。学校全体の様子は,とても落ち着いていて勉強に集中
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しやすい環境づくりができていると思った。研究主題は,「自分の課題

を持ち，進んで学ぼうとする生徒の育成 ,小・中連携の取組を生かし

て」である。話し合い活動や学び合い活動を多く取り入れて,話す・聞

くことに重点を置いた授業を見ることができた。２年生の英語の授業で

は,こんな人になりたいというテーマでスピーチを行い,それに対して英

語で質問をしていた。クラス全体で聞く姿勢がとても素晴らしかった。

どの生徒もしっかりと聞いているからこそできる質問をしており感心し

た。数学の授業では,一つの考え方だけで進める授業ではなく,様々な考

え方から課題にアプローチし,それを友達に説明していた。相手に分か

るように説明し,聞き手が相手の考えを取り入れようとするやりとりが

見られた。このやりとりは,学習していく上で大切なことであると感じ

た。話す・聞くことに重点を置く授業は,学力をつけるためにとても良

いと思った。友達に教えるつもりで考え,友達の考えを知りたいから聞

くという姿勢に注目をおいて学習ができるようになっていただきたい。 

委員 １月２７日，浩養小学校で行われた富里市学校教育研究会公開研究

会に出席した。研究主題は,「自分の考えを持ち，豊かに表現できる児

童の育成を目指して」である。１年生の算数の学習では,問題場面を正

しく把握させるために絵を提示するだけではなく,子供たちを実際に並

ばせて状況をしっかり捉えさせていた。そこから,子供たちはとても意

欲的に一人一人で図を描き,式に表し,自力で解決をしていった。自力解

決ができた後は，ペアを組んだ相手に説明を行い,発表し合い,説明が終

わると,ペアを変えて繰り返した。１時間の中に何度も発表する機会を

確保することができており,より深い理解に繋がると感じた。 

また,全員が発表ボードに考えを書き,それが全体での話し合いに生か

されており,少人数の良さをうまく活用していると思った。 

５・６年生の社会科学習において,５年生は「どうしたら自然災害か

ら身を守ることができるか」,６年生は「どうしたら若い人たちが選挙

に参加するようになるか」について，各自が予想や考えを持ち，グルー

プごとに全員が自分の考えを発表し，吟味していた。友達の考えを聞い

て，より良いものとなるように助言し，自分の考えを見直し，修正する

など，質の高い話し合いができていると思った。浩養小学校が推進して

きた学びあいの学習として，先生方が目指している子供たちの姿を見せ

ていただいた。授業後，北総教育事務所指導主事によるアクティブラー

ニングの講演があった。浩養小学校で行われた実践において，子供たち

が主体的に考える授業は，まさにアクティブラーニングに繋がるもので

あると感じた。 
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  １月２９日，中央公民館講堂で開催された，安全な消費生活のための

シンポジウムｉｎ富里ＰＡＲＴ２に出席した。消費者被害，予防，救済

と地域連携の重要性についての基調講演の後，被害防止のための見守り

ネットワークづくりをテーマとして，区長会，民生委員，教育委員会な

ど５団体の代表によるパネルディスカッションが行われた。それぞれの

立場から必要な人に必要な情報を効率的にどのように提供していくか，

適切な見守り体制をどのように作っていくかの意見が述べられた。 

教育委員会からは安倍指導主事が参加し，見守りの対象は，全ての児

童・生徒であり，子供たちが消費者として被害に遭わないよう児童・生

徒と保護者に呼び掛けていること。親子ケータイ出前授業や情報モラル

に関する授業を実施していることが報告された。 

今年度，洗心小学校では，消費者生活相談員による出前授業が初めて

取り入れられ，未然防止のため積極的に指導していこうという取組が発

表されたところである。 

シンポジウムに出席して感じたことは，年を追うごとに色々な手口の

詐欺や消費者被害が増えており，消費者センターから最新の情報を提供

していただき，学校へお知らせし，児童・生徒に呼び掛け，何か問題が

ある場合は消費者センターに相談するなど，繋ぐ体制作りが大切である

と思った。 

 

５ 議案 

教育長 議案第１号富里市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制

定について，事務局から提案理由の説明を求める。 

 

教育総務課長 議案第１号富里市教育委員会公印規則の一部を改正する規

則の制定については，これまで教育委員会定例会や市議会で可決をいた

だいた洗心小学校と富里南小学校の統合，向台幼稚園の認定こども園化

に伴うものである。二つの学校施設が教育委員会の所管ではなくなり，

これまで使用していた洗心小学校印と校長印，向台幼稚園印と園長印の

それぞれを平成２９年４月１日付けで廃止するものである。また，第５

条及び第７条中，公印の「廃棄」を「廃止」と改正することについて，

富里市教育委員会行政組織規則第８条第２号の規定により，教育委員会

の議決を求めるものである。 

 

教育長 議案第２号富里市立富里南小学校（洗心地区）スクールバス運行

要綱の制定について，事務局から提案理由の説明を求める。 
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学校教育課長 議案第２号富里市立富里南小学校（洗心地区）スクールバ

ス運行要綱の制定については，洗心小学校と富里南小学校との統合に伴

い，平成２９年３月末で廃止となる洗心小学校の通学区域に居住する児

童の通学の安全等を確保するため実施するスクールバスの運行に必要な

事項についての要綱を定めるものである。なお，国の補助金の交付を受

ける際は，バスの運行を定めた要綱の制定が必要となる。 

本議案についてよろしくご審議の上，可決されるようお願いする。 

 

教育長 それでは議案第１号を審議する。 

議案第１号富里市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定に

ついて，事務局から更に補足説明はあるか。（なしとの声あり） 

 

教育長 委員の皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

私から尋ねるが，第５条及び第７条中，公印の「廃棄」を「廃止」と

改正する理由は何か。 

教育総務課長 廃棄という文言は，公印そのものをなくしてしまう行為で

あり，廃止は公印としての効力を失わせるものである。実務上，規則の

改正後，（効力のない）公印を５年間保管し，その後の経過に伴い，文

化財担当に引き継ぐものである。また，この廃止という文言は市長部局

の規程と整合させるものである。 

教育長 今の説明を御理解いただけたか。（はいとの声あり） 

委員の皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

＜採決＞ 

議案第１号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

教育長 それでは議案第２号を審議する。 

議案第２号富里市立富里南小学校（洗心地区）スクールバス運行要綱

の制定について，事務局から更に補足説明はあるか。 

（なしとの声あり） 

委員の皆さんから質疑はあるか。 

委員 スクールバスの運行について，三区の保護者の方から三区の児童は

乗せてもらえないのかとの問い合わせがあった。その際は，洗心小学校

区の児童ではないので駄目であろうと答えた。 

しかし，三区のある地区では，教育委員会から富里南小学校への入学
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案内通知がまず届くが，実際には洗心小学校に就学する。そのようにし

て，長年，洗心小学校に就学してきた地区であるという経緯がある。 

現在，その地区から洗心小学校へ通学する児童はいないが，洗心小学

校のＰＴＡ会費を支払っていただき，リサイクル回収などの各種行事に

参加していただいている。今後，その地区から南小学校へ入学する児童

（洗心小学校が存在すれば洗心小学校に就学すべき児童）がいる場合は，

新たにバス停が設置され，スクールバスの利用が可能となるのか。 

 

教育次長 要綱の第１条（趣旨）で，富里市立洗心小学校の通学区域に居

住する児童の通学安全等を確保するということに関わってくる部分であ

る。現状の洗心地区において，学校側でどのように把握しているかを確

認し，実情として委員ご指摘の内容であれば，そこを洗心地区と読み替

えて運用していくものと考える。学校と協議しながら実態を確認してい

きたい。 

委員 よろしくお願いする。 

教育長 そのほか質疑等はあるか。（なしとの声あり） 

異議はあるか。（異議なしとの声あり） 

＜採決＞ 

議案第２号は，賛成全員により原案のとおり可決した。 

 

６ 協議事項 

（１）平成２９年度とみさと教育プランの策定について  

 

教育長 事務局から説明を求める。  

  教育総務課長 平成２９年度とみさと教育プランの策定については，例年

策定しているものであり，平成２９年度版を策定するものである。各課

等の長から変更箇所を中心に説明を行う。  

  学校教育課長 体力向上に向けた取組では，県教育委員会等から指定を受

けた体育科公開研究が平成２８年度で終了したので内容を変更した。 

研究指定による指導方法の改善では，平成２９年度は国県指定の研究

がないため，その部分を削除した。英語教育の充実では，内容を整理す

るとともに，外国語指導助手（ＡＬＴ）が１人増えて３名体制となった

ことなどを書き加えた。中学生を対象とした職場体験学習の充実では，

事業所の受入が新たに９箇所増えたことを書き加えた。ライフサポート

ファイルの活用では，小・中学校の円滑な接続を目的として作成する，

ジョイントシートを書き加えた。適応指導教室では，平成２９年度から
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「ふれあい教室」を「ふれあいセンター」に名称変更すること，指導内

容を拡充し，進路指導を行うことを書き加えた。教職員夏季研修会では，

平成２８年度において午後の希望研修として三つの講座を新たに実施し

たことを書き加えた。 

  教育総務課長 学校施設耐震化の推進についての項目を削除した。これは，

平成２８年度に中学校体育館非構造部材の撤去工事が完了し，全ての小

中学校施設の耐震化等の事業が終了したことによる。学校施設バリアフ

リー化の推進では，平成２８年度に富里小学校のエレベーター設置が完

了した。平成２９年度は，富里小学校の整備に関する記載を，次の計画

である富里中学校にエレベーターや手摺等を設置する内容に変更するも

のである。 

  生涯学習課長 生涯学習アシスト事業と創年セミナー事業を個々に項目と

して出していたが，新たに「学びを通した人づくり，まちづくり」とし

て，各種講座等を実施することとしてまとめたものである。 

平成２７～２８年度にかけて進めてきた「とみっこ宣言」を平成２８

年度に策定し，この宣言を中心に家庭教育の充実を目指すこと，家庭，

学校，地域との連携を進めていくため新たに項目を設けたものである。 

放課後子ども教室では，地区社会福祉協議会，放課後児童クラブ，Ｐ

ＴＡの連携を書き加えた。また，これまで実施してきた，さまざまな体

験学習，環境学習，ふるさと学習を取りまとめて，子供たちの学ぶ力を

育てることを目的とする新たな項目として「とみっこ大学の創設と歴

史・文化学習」を設けた。公民館の充実では，３０年を経過した建物で

あるので，長期的な視点を持ち，老朽化対策等に取り組むことを書き加

えた。 

  図書館長 図書館資料の充実では，子育てに関する本も充実してきたので，

子育てをしやすい環境の支援を書き加えた。さらに，平成２９年度に開

館してから今日まで目指してきた想定収納可能冊数の２０万冊の達成が

目前となってきたので書き加えた。 

  生涯学習課長 無形民族文化財継承事業への支援では，指定を受けたもの

の活動されていない実態（団体）が一部あるので，記録映像として保存

措置に努めるということを書き加えた。有形文化財の保護では，財団法

人藤崎牧士史料館の寄贈に関する内容を書き加えた。また，旧岩﨑家末

廣別邸については，小学校での歴史教育教材としての活用や国交付金等

を活用して歴史公園化を進めていくということを書き加えた。学校体育

施設を含めた体育施設の効果的利用の促進では，施設の有効利用と社会

体育館の長寿命化を書き加えた。 
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スポーツ・レクリエーション活動を中心とした生涯スポーツの普及で

は，気軽にできるスポーツの普及と市民ニーズに応える種目の研究など

を書き加えた。とみさとスポーツ健康フェスタの充実では，スポーツ人

口の増加に繋がる種目等の検討などを書き加えた。 

 

教育長 何か意見等はあるか。 

委員 「英語教育の充実」の項目について，２０２０年東京オリンピック

の開催などにより，社会的，職業的場面で英語を用いる機会が増え，英

語教育の必要性があるという内容であるが，学習指導要領の変更が決ま

り，小学３年生から外国語活動が教科化されるなど，新学習指導要領の

内容を書き加えてはいかがか。 

教育長 新学習指導要領は，案が示された段階である。 

学校教育課長 新学習指導要領の案については，小学３・４年生が外国語

活動を週に１時間，小学５・６年生が英語科を週に２時間となることが

文部科学省より示されたものである。案の段階ではあるが，教科化の方

針が示されているので，今後，さらにＡＬＴ，ＪＴＥを活用していく。 

委員 現行の学習指導要領という記述があったので，新学習指導要領につ

いても書き加えた方が良いと思ったが。案の段階であるならば，このま

まで良いと思う。 

教育長 その他，何か意見等はあるか。  

委員 「英語教育の充実」に関わるもので，英語検定受験料の一部補助又

は全額の補助を提案したが，その後に進展はあったか。  

学校教育課長 平成２９年度予算要求を行ったが新規事業として実現しな

かった。 

教育長 その他，何か意見等はあるか。（なしとの声あり） 

それでは，事務局で協議内容を進めていくようお願いする。 

 

（２）富里市教育委員会行事の共催及び後援に関する規程の一部を改正する 

訓令について（教育総務課） 

教育長 事務局から説明を求める。  

  教育総務課長 本改正案については，行事の共催及び後援の申請を各課等

で受けており，その承認基準，申請時に必要な書類などを明確化するこ

とが目的である。改正のきっかけであるが，市長部局にも行事の共催及

び後援の承認について定められており，市長部局の各課等で申請を受付

け，承認されているものである。この度，市長部局で，その承認基準等

を明確化することが示され，合せて教育委員会側も改正を行うことにな
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ったものである。 

改正内容は，対象団体の明確化，開催地の要件，審査基準の追加，申

請時添付書類の見直し，実績報告書の提出を義務化するなどである。 

本案について，ご協議いただき来月の定例会に議案として上程するも

のである。 

教育長 市長部局と教育委員会で共催及び後援の承認について，調整を図

ったということである。皆さんから何か意見等はあるか。  

（なしとの声あり） 

それでは，協議内容を進めていくようお願いする。 

 

７ 報告事項 

（１）ジョイント・スクール推進事業ついて 

学校教育課長 ジョイント・スクール推進事業による北学園の小・中交流

活動の反省記録について報告する。北学園では，総じて楽しく，目的を

達することができたという内容であった。 

前回の定例会議で指摘のあった南学園の交流アンケート結果の中で，

新１年生を迎えることにマイナスの回答を示した生徒について検証した。 

大きく捉えると，中学生が受身的な活動になっていたこと，来年４月

から一緒に学校生活を送る後輩であるということを意識化させる事前指

導が必要であった。つまり，リーダー，先輩という意識をもっと持たせ

れば良かったということである。しかし，活動に対しての満足度は，約

９０％に近く，同じ仲間，一緒の意識での活動はできていた。迎える側，

先輩としての意識を持たせることが必要であった。 

教育長 皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 

 

（２）就学援助について 

学校教育課長 貧困化対策について社会的な関心が高いので報告する。 

要保護者に対する国の補助単価の見直しがあった。その内容は，入学

時に必要なランドセル，制服や学用品などの費用として支給される新入

学児童生徒学用品費等が十分ではないという実態を受けて，増額改訂が

なされたものである。市教育委員会では規則を定め，準要保護児童生徒

の新入学児童生徒学用品費等に対し，単独で支給をしているが，その補

助単価は国の単価に連動させている。約２倍の増額とする対応をしてま

いる。 

教育長 皆さんから質疑はあるか。（なしとの声あり） 
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（３）月例報告（各課等） 

  教育総務課  

・２月２１日，３月議会が開会された。３月３日に文教厚生常任委員会が

開かれ，平成２８年度補正予算の審議が行われる。３月８日に予算審査

特別委員会が開かれ平成２９年度予算の審議が行われる。 

・第１５回教育委員会定例会議は，３月２４日（金）の開催を予定する。 

 

  学校教育課  

・３月１０日は中学校，１６日は幼稚園，１７日は小学校の平成２８年度

卒業（卒園）式が行われる。なお，向台幼稚園卒園式の終了後，閉園式を

行う。 

・３月２５日，洗心小学校閉校記念式典が開催される。当日を登校日とし，

３月１０日を振替休業日とする。 

・３月２３日，学校給食センター運営委員会を開催する予定である。 

・３月２２日，平成２８年度の学校給食が終了する。 

 

生涯学習課 

・２月１４日，第３回旧岩崎家末廣別邸保存活用整備検討委員会を開催し

た。 

・２月２０日，第２回文化財審議会を開催した。 

・２月２６日，第３７回富里市柔剣道大会の開催を予定する。剣道の部が

実施され，５３チーム，１８４名の参加が見込まれる。 

・３月２日，外国語推進事業実施協議会合同会議の開催を予定する。 

 

図書館 

・２月２１から２５日まで特別整理期間のため休館し，蔵書点検等を行う。 

・３月１５日，第２回図書館協議会の開催を予定する。その他，富里歴史

講座などを実施する。 

 

７ その他  

教育長 そのほか，委員又は事務局から何かあるか。 

（なしとの声あり） 

８ 教育長閉会宣言 

  教育長 以上で平成２８年度第１４回富里市教育委員会定例会議を終了す

る。 


